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議案第３号 

君津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 君津市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

平成２７年６月２日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成２６年法律第８３号）により介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部が

改正されたこと等に伴い、所得の少ない第１号被保険者に係る保険料の公費による軽減後

の保険料率を定めるため、君津市介護保険条例（平成１２年君津市条例第２号）の一部を

改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

君津市介護保険条例の一部を改正する条例 

君津市介護保険条例（平成１２年君津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成２７年度

から平成２９年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、 

２３，７６０円とする。 

第５条第３項中「第３条第６号イ」を「第３条第１項第６号イ」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の君津市介護保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の

保険料について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例による。 



-
 
5
 
- 

君津市介護保険条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険

料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

第３条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険

料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」と

いう。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ２６，７３０円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」と

いう。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ２６，７３０円 

(2)～(12) 省略 (2)～(12) 省略 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、２３，７６０円とする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合） 

第５条 省略 第５条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定す

る老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除

く。以下同じ。）、ロ若しくはニ、同項第２号ロ、第３号ロ、第４号

ロ若しくは第５号ロ又は第３条第１項第６号イ、第７号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ若しくは第１１号イ（以下この項におい

て「令第３９条第１項第１号イ等」という。）に該当するに至った第

１号被保険者に係る保険料の額は、当該令第３９条第１項第１号イ

等に該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定し

た当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該令第３９条第１項第

１号イ等に該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定す

る老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除

く。以下同じ。）、ロ若しくはニ、同項第２号ロ、第３号ロ、第４号

ロ若しくは第５号ロ又は第３条第６号イ   、第７号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ若しくは第１１号イ（以下この項におい

て「令第３９条第１項第１号イ等」という。）に該当するに至った第

１号被保険者に係る保険料の額は、当該令第３９条第１項第１号イ

等に該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定し

た当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該令第３９条第１項第

１号イ等に該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第
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１号イ等に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合

算額とする。 

１号イ等に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合

算額とする。 

４ 省略 ４ 省略 


